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だるま商会 鹿児島市 　だるま商会は，民間工事において，建設業法第３項第１項の許可を受けていないにもかかわらず，同法施
行令第１条の２第１項で定める「軽微な建設工事」の範囲を超えて，解体工事業の請負契約を締結した。
　このことは，建設業法第２８条第２項第２号に該当する。
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